
第４０号議案 

   足立区江北三・四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３０年２月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区江北三・四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区江北三・四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例（平成１９年足立区条例第４６号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条（見出しを含む。）中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 

 第８条第１項ただし書中「住宅地区Ｃ」を「医療福祉施設地区及び公

共公益施設地区」に改める。 

 第９条の見出し中「さく」を「柵」に改める。 

 別表地区の区分の部建築物の用途の制限の項中「建ぺい率」を「建蔽

率」に改め、同表中 

「 

住 宅 地 区

Ｃ 

風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等

に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２

号）第２条第１

項第２号、第３

号及び第５号 

 １０分の６ ５００㎡ 

ただし、集

会 所 、 診 療

所、巡査派出

所、公衆電話

所、税務署、

郵便局、警察

署、保健所、

消防署、保育 



 に 規 定 す る 風

俗 営 業 を 営 む

建築物 

  所、老人ホー

ム、身体障害

者 福 祉 ホ ー

ム、老人福祉

センター、児

童 厚 生 施 設

そ の 他 こ れ

ら に 類 す る

ものは、この

限りでない。 

近 隣 商 業

地区 

    

公園地区     

                              」 

「 

医 療 福 祉

施設地区 

次 に 掲 げ る

建 築 物 以 外 の

建築物 

１ 病院 

２ 診療所 

３ 専修学校 

４ 保健所 

５ 薬局（医薬

品、医療機器

等の品質、有

効 性 及 び 安

全 性 の 確 保

等に関する 

 １０分の６  

を 



 法律（昭和３

５ 年 法 律 第

１４５号）第

２ 条 第 １ ２

項 に 規 定 す

る 薬 局 に 限

る。） 

６ 保育所 

７  共 同 住 宅

又 は 寄 宿 舎

で １ 号 か ら

３ 号 ま で の

建 築 物 の 従

業員、利用者

等 の 宿 舎 の

用 途 に 供 す

るもの 

８  巡 査 派 出

所、公衆電話

所 そ の 他 こ

れ ら に 類 す

るもの 

９  前 各 号 の

建 築 物 に 付

属するもの 

   

公 共 公 益

施設地区 

次 に 掲 げ る

建築物 

１ 住宅 

   

に 



 ２  共 同 住 宅

３ 長屋 

４  神 社 、 寺

院、教会等 

５  風 俗 営 業

等 の 規 制 及

び 業 務 の 適

正 化 等 に 関

する法律（昭

和 ２ ３ 年 法

律 第 １ ２ ２

号）第２条第

１ 項 第 ２

号、第３号及

び 第 ５ 号 に

規 定 す る 風

俗 営 業 を 営

む建築物 

   

近 隣 商 業

地区 

風 俗 営 業 等

の 規 制 及 び 業

務 の 適 正 化 等

に 関 す る 法 律

第 ２ 条 第 １ 項

第２号、第３号

及 び 第 ５ 号 に

規 定 す る 風 俗

営 業 を 営 む 建

築物 

   



     

公園地区     

                              」 

改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条の改正規定及び

別表地区の区分の部建築物の用途の制限の項の改正規定は、平成３０年

４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 地区計画の変更に伴うもののほか、建築基準法の改正に伴い、規定を

整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


